
注　： は、交換する部品を示す。

改　善　箇　所　説　明　図

改善措置の内容

全車両、車両右側サイドガード本体を対策品に交換する。

基準不適合発生箇所

サイドガード本体

サイドガード（巻込防止装置）において、設計時に基準適合性の確認に不備があったため、

右側サイドガード平面部前端と右前車輪後端との距離が400㎜を超えて取り付けられており、

保安基準に適合しない。

措置前 措置後

400㎜超 400㎜以下


